
 

 

 

 

令和２年度における障がい福祉サービス事業所等の従事者養成研修を下記のとおり計画しています。各事業所におかれましては、従事者の計画的な受講に努めていた

だきますようお願いいたします。日程・会場等の詳細や募集開始については、決定次第、障がい福祉室地域生活支援課ホームページに掲載します。 

ＨＰアドレス  http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/index.html 

 お問い合わせ先 大阪府障がい福祉室地域生活支援課地域生活推進グループ TEL０６－６９４１－０３５１（内線２４５６）  FAX０６－６９４４－２２３７ 

 

 

■相談支援従事者研修 

 

大阪府では、平成２５年度より、民間の研修事業者を指定して相談支援従事者初任者研修及び現任研修を実施しています。令和２年度より、カリキュラムの内容を現

行より充実させる改定を行う等、研修制度の見直しを行いました。詳細については、「相談支援専門員の研修制度の見直しについて」をご確認ください。また、大阪府障

がい者自立相談支援センターにおいて、相談支援専門員のスキルアップのため、相談支援従事者専門コース別研修、令和元年度より主任相談支援専門員研修を実施して

います。 

 

１ 初任者研修 

（１）対象者 

相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者に従事する予定の方 

 

（２）実施内容 ※５日課程が７日課程になります。また、研修期間内に実地で行っていただくインターバルを実施します。 

① 相談支援専門員に従事予定の方 →相談支援従事者初任者研修７日課程（講義２日、演習５日） 

② サービス管理責任者等に従事予定の方 →相談支援従事者初任者研修２日課程（講義２日） 

※ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に従事する予定の方は、サービス管理責任者等研修と、相談支援従事者初任者研修２日課程の両方を修了すること

が必要です。受講漏れのないよう、留意してください。 

 

（３）実施時期等（予定） 

研修機関 大阪府障害者福祉事業団 大阪府社会福祉事業団 大阪市障害者福祉・スポーツ協会  

募集期間 令和２年４月１０日から令和２年４月２８日 令和２年６月２２日から令和２年７月１０日     令和２年８月１１日から令和２年８月２８日 

研修期間 令和２年７月１日から令和２年９月１１日 令和２年１０月１日から令和２年１２月１５日 令和２年１１月２７日から令和３年３月１２日 

会場 堺市内 講義：堺市内、演習：大阪市内 大阪市内 

ホームページ http://www.sfj-osaka.net/ http://www.osj.or.jp/index2.html http://supokyo-kensyu.org/ 

 

障がい福祉サービス等の従事者を対象とした研修について 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/index.html
http://g2029sv1cm1f.lan.pref.osaka.jp/uploaded/1640/00361101/C-15-2syoninsyakensyuu.pdf
http://www.sfj-osaka.net/
http://www.osj.or.jp/index2.html
http://supokyo-kensyu.org/


２ 現任研修 

（１）対象者 

指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の実務経験（※１）を有する方 

 ※１ ①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある又は②現に相談支援業務に従事している。ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、

必ず①の要件を満たす必要がある。なお、旧カリキュラム受講者は初回受講時については、上記の要件を求めないこととする。 

※２ 現任研修は、初任者研修を修了した日の翌年度を初年度とし、以降５年度ごとの各年度末日までに受講していただく必要があります。定められた期間内に現任研

修を受けなければ、相談支援専門員として従事できなくなりますので必ず受講してください。主任研修を修了した場合、現任研修を修了したものとみなします。 

【現任研修受講のイメージ（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

○ ・・・初任者研修等修了年度 

・・・現任研修を受講すべき期間。この期間（５年度毎）     

で１回以上現任研修を受講すること。 

 

（２）実施内容  全４日間（講義１日、演習３日） ※３日課程が４日課程になります。また、研修期間内に実地で行っていただくインターバルを実施します。 

（３）実施時期等（予定） 

研修機関 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 大阪府社会福祉事業団 

募集期間 令和２年６月１５日から令和２年６月３０日 令和２年８月２４日から令和２年９月１１日 

研修期間 令和２年８月１７日から令和２年１１月１１日 令和２年１２月２１日から令和３年３月１１日 

会場 大阪市内 大阪市内 

ホームページ http://supokyo-kensyu.org/ http://www.osj.or.jp/index2.html 

 

３ 主任研修 

（１）対象者 

   現任研修修了後、相談支援専門員として地域相談支援事業所等において従事した期間が通算して３年以上あり、利用者の自立支援に資する相談支援が実践できてい

ると認められる者のうち、次のいずれかの要件を満たす方。  

① 基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する地域相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っていること。  

② 都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者等研修において研修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師として携わっている

こと。  

 

年度 
 

初任者研修等 
修了年度 

H26 H27 H28 H29 H30 
H31 

R1 
R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Ｈ２６ ○            

Ｈ２７  ○           

Ｈ２８   ○          

Ｈ２９    ○         

Ｈ３０     ○        

Ｈ３１（Ｒ１）      ○       

Ｒ２       ○      

http://supokyo-kensyu.org/
http://www.osj.or.jp/index2.html


③ その他、相談支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者であること。  

（２）実施内容  講義３日（Web配信による動画視聴）、演習３日 

（３）実施時期（予定） 令和２年１０月２９から１１月３０日まで 

 

４ 専門コース別研修（スキルアップ研修） 

（１）対象者 

相談支援専門員 

（２）実施内容  指導者育成（ファシリテーション）等のコースを予定 

 

 

■サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 

 

大阪府では、平成２４年度より民間の研修事業者を指定してサービス管理責任者等研修を実施しています。令和元年度より、サービス管理責任者と児童発達支援管理

責任者に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修、実践研修に分けた段階的な研修となりました。あわせて、現任者

を対象とした更新研修を創設いたしました。実践研修は令和３年度からの開始となります。 

 

※配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修修了日後３年間は、実践研修を修了していなくても、サービス管理責任者等とみなす 

（令和元年度から令和３年度までの基礎研修受講者に限る）。 



１ 基礎研修 

（１）対象者  

＜サービス管理責任者基礎研修＞ 

指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとす

る者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験

を有する方（特区適用：令和３年３月３１日まで） 

＜児童発達支援管理責任者基礎研修＞ 

指定障がい児入所施設及び指定障がい児通所支援事業所において児童発達支援管理

責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄

に掲げる年数以上の実務経験を有する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施内容  全３日間（講義１日、演習２日） 

 

（３）実施時期（予定） 

研修機関 大阪府社会福祉事業団 大阪府地域福祉推進財団 大阪府障害者福祉事業団 

募集期間 令和２年６月１５日から令和２年６月２４日 令和２年６月２５日から令和２年７月１５日 令和２年９月１４日から令和２年１０月２日 

研修期間 令和２年８月２５日から令和２年９月１０日 令和２年１０月２０日から令和２年１２月９日 令和２年１２月４日から令和３年３月５日 

会場 大阪市内・堺市内 大阪市内 堺市内 

ホームページ http://www.osj.or.jp/index2.html http://www.fine-osaka.jp/ http://www.sfj-osaka.net/ 

２ 更新研修 

（１）対象者 

   過去５年間に２年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員の実務経験がある又は現にサービス管理責任者、児童発達支援管

理責任者、管理者、相談支援専門員として従事している方。なお、旧カリキュラム受講者は初回受講時については、上記の要件を求めないこととします。 

（２）実施内容  全１日間（講義、演習）            

（３）実施時期（予定）                            

 

 

 

 

 

 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ５年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 ３年 

国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務 
３年 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 ３年 

国家資格等による業務に通算５年以上従事している者による

相談支援の業務及び直接支援の業務 
１年 

研修機関 大阪府地域福祉推進財団 

募集期間 令和２年８月３日から令和２年８月２６日 

研修期間 令和２年１２月１０日から令和３年３月１１日 

会場 大阪市内 

ホームページ http://www.fine-osaka.jp/ 

http://www.osj.or.jp/index2.html
http://www.fine-osaka.jp/
http://www.sfj-osaka.net/
http://www.fine-osaka.jp/


※平成31年3月31日までにサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている方は、令和 5年度末までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任者等として

引き続き従事することができません。令和 5年度の更新研修に受講希望者が集中した場合、更新研修を受講できない可能性があります。受講を希望する全ての方が期間

内に受講していただけるよう、各事業所において、計画的に更新研修の申し込みをしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。更新研修の受講につきましては、

定員の範囲内で以下に該当する方から優先的に受講決定させていただきます（分野ごとに複数回研修を受講している場合、初回の修了年度を対象とします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障がい者ホームヘルパー知識習得（居宅介護職員初任者）研修 

 

１ 対象者 

 ① 介護職員初任者研修及び訪問介護員（２級）養成研修修了者で、障がい者ホームヘルパー（居宅介護 

従業者）として活動を希望する方  

 ② その他、居宅介護に従事することを希望する方  

２ 実施内容  全１０日間（講義７日、演習２日、見学１日） 

 

■医療的ケア児等コーディネータ等養成研修 

 

１ 医療的ケア児等支援者養成研修 

（１）対象者 

   医療的ケアが必要な者に対して現に支援している者又は今後支援を行う予定の方 

（２）実施内容  全１３時間（講義のみ） 

（３）実施時期（予定） 令和２年１０月６日から１０月２０日（ＹｏｕＴｕｂｅ配信） 

 

２ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

（１）対象者 

   市町村から医療的ケア児等コーディネーターを担う者として推薦を受けた方 

（２）実施内容  講義２日（ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴も可）・演習２日 

（３）実施時期（予定）  講義：令和２年９月１４日、１８日（ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴の場合は１０月６日から１０月２０日） 

演習：１０月２８日、２９日 

 

年度 優先受講対象者 

令和元年度 平成18年度～23年度のサビ管等研修修了者 

令和２年度 平成24年度～27年度のサビ管等研修修了者 

令和３年度 平成28年度～29年度のサビ管等研修修了者 

令和４年度 平成30年度のサビ管等研修修了者 

令和５年度 令和4年度までに更新研修申込をしたが定員超過等で受講できなかった方 



■強度行動障がい支援者養成研修 

大阪府では、障がい福祉サービス従業者等を対象に、強度行動障がいの状態を示す方に対し、適切な支援を行う職員及び適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成

ができる職員の人材養成を進めることを目的として、平成２７年度より、強度行動障がい支援者養成研修基礎研修及び実践研修を実施しています。 

 

１ 基礎研修 

（１）目的 

強度行動障がいの状態を示す者の障がい特性の理解及び支援方法を習得し、行動障がい児者に対する適切な支援を実施できる従事者の養成 

（２）対象者 

原則として、大阪府内の障がい福祉サービス等事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を支援対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事す

る予定のある者。 

（３）実施内容  全２日間（講義１日、演習１日） 

（４）実施時期等（予定）  ＜１日目（講義）＞ ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴 令和２年９月 

＜２日目（演習）＞ 令和２年９月８日、１０日、２８日、３０日、１０月５日、１２日、１５日のうち１日間 

 

２ 実践研修 

（１）目的 

強度行動障がいの状態を示す者に対し、適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成ができ、他の従事者に支援方法の伝達ができる従事者の養成 

（２）対象者 

強度行動障がい支援者養成研修基礎研修修了者で、原則として、大阪府内の障がい福祉サービス等事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を支援対象

にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者。 

（３）実施内容  全２日間（講義１日、演習１日） 

（４）実施時期等（予定）  ＜１日目（講義）＞ ＹｏｕＴｕｂｅ配信による映像視聴 令和２年１１月 

＜２日目（演習）＞ 令和２年１２月３日、４日、７日、９日、１４日、１５日、１６日、１７日のうち１日間 

※ 研修の詳細について（申込方法等の詳細については、下記ホームページ等を通じて告知します。） 

ＨＰアドレス http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kyoukoukenshu.html 

基礎研修http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/kyoukou-kiso/index.html 

実践研修 http://www.pref.osaka.lg.jp/sunagawa/sunagawa/oshirase.html 

 

４ お問い合わせ先 

＜基礎研修＞大阪府障がい者自立相談支援センター（強度行動障がい基礎研修担当）TEL ０６－６６９２－５２６１ 

＜実践研修＞大阪府立砂川厚生福祉センター 総務企画課 TEL ０７２－４８２－２８８１（代表） 

＜研修全般に関すること＞大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課 TEL ０６－６９４１－０３５１ 内線６６７１ 

 

５ その他 

 ・大阪府では、「強度行動障がい支援者養成研修（基礎・実践研修）」の実施に伴い、平成２７年度より「行動援護従業者養成研修」は実施しておりませんでしたが、平

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kyoukoukenshu.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/kyoukou-kiso/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/sunagawa/sunagawa/oshirase.html


成３０年度より「行動援護従業者養成研修」の研修事業者の指定を行っております。「行動援護従業者養成研修」の実施スケジュールについては、研修事業者にお問い

合わせください。 

  ＨＰアドレス http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kodoengo.html 

 ・施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障がい児入所施設の重度障がい者支援加算等の経過措置については、平成 31年３月 31日をもって終了しておりますので、ご注

意ください。 

 

★サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成（指定特定相談支援、指定障がい児相談支援）について 

 

１．サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成について 

➢ 障がい者（児）の自立した生活を支え、障がい者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、

平成２７年度からは、支給決定の申請（変更・更新を含む）をした方すべてに、市町村はサービス等利用計画・障がい児支援利用計画（以下、「計画」という。）の

提出を求めることとされています。 

※市町村の相談支援体制の整備にあたっての喫緊の課題ですので、ご協力お願いします。 

 

２．サービス内容 

○ 支給決定時（サービス利用支援・障がい児支援利用援助） 

・ 支給決定又は支給決定の変更前に、計画案を作成。 

・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。 

○ 支給決定後（継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助） 

・ 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う（モニタリング）。 

・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。 

（障害者総合支援法の計画相談支援の対象者） 

・ 障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障がい者 

・ 障がい福祉サービスを利用するすべての障がい児 

※ 介護保険サービスと障がい福祉サービスの両方を利用する場合については、市町村が介護保険制度の居宅介護支援計画で足りると判断する場合は、サービス等利用計画

の作成を求めないことも可。 

（児童福祉法の障がい児相談支援の対象者）障がい児通所支援を利用するすべての障がい児 

 

３．事業の実施者（市町村が指定する特定相談支援事業者・障がい児相談支援事業者（計画作成担当）） 

（指定手続） 

➢ 「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請し、当該市町村長が指定。 

➢ 「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。 

① 三障がい対応可（他の事業所との連携により、可能な場合を含む。） 

② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること 

③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kodoengo.html


（人員基準） 

➢ 管理者及び相談支援専門員 

※ 事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない（地域相談支援との兼務は可）。ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、

施設等の職務に従事することができる。 

 

 

 

＜計画相談支援費＞ 注 注 注 注 

基本部分 

居宅介護

支援費重

複減算Ⅰ 

居宅介護 

支援費重 

複減算Ⅰ 

介護予防

支援費重

複減算 

特別地

域加算 

イ サービス利用支援費       

+15/100 

(1)サービス利用支援費（Ⅰ）（１月につき1,462単位） -553単位 -856単位  

(2)サービス利用支援費（Ⅱ）（１月につき731単位）  -125単位  

ロ 継続サービス利用支援費     

 (1)継続サービス利用支援費（Ⅰ）（１月につき1,211単位） -604単位 -907単位 -9単位 

 (2)継続サービス利用支援費（Ⅱ）（１月につき605単位）  -301単位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担上限額管理加算 （１回につき＋150単位） 

初回加算 （１月につき＋300単位） 

特定事業所

加算 

 イ 特定事業所加算（Ⅰ） （１月につき＋500単位） 

 ロ 特定事業所加算（Ⅱ） （１月につき＋400単位） 

 ハ 特定事業所加算（Ⅲ） （１月につき＋300単位） 

 ニ 特定事業所加算（Ⅳ） （１月につき＋150単位） 

入院時情報

連携加算 

 イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） （１月につき＋200単位） 

 ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） （１月につき＋100単位） 

退院・退所加算（３回を限度） （１回につき＋200単位） 

医療・保育・教育機関等連携加算 （１月につき＋100単位） 

サービス担当者会議実施加算 （１月につき＋100単位） 

サービス提供時モニタリング加算 （１月につき＋100単位） 

行動障がい支援体制加算 （１月につき＋35単位） 

要医療児者支援体制加算 （１月につき＋35単位） 

精神障がい者支援体制加算 （１月につき＋35単位） 

地域生活支援拠点等相談強化加算（月４回を限度） （１回につき＋700単位） 

地域体制強化共同支援加算（月１回を限度） （１回につき＋2,000単位） 

＜障がい児相談支援費＞ 注 

基本部分 特別地域加算 

イ 障がい児支援利用援助費 

+15/100 

(1)障がい児支援利用援助費（Ⅰ） （１月につき1,625単位） 

 (2)障がい児支援利用援助費（Ⅱ） （１月につき814単位） 

ロ 継続障がい児支援利用援助費 

 (1)継続障がい児支援利用援助費（Ⅰ） （１月につき1,322単位） 

 (2)継続障がい児支援利用援助費（Ⅱ） （１月につき661単位） 



相談支援専門員
配置要件更新

引き続き相談支援専門
員として配置可

相談支援専門員としての配置要件

相談支援専門員の研修制度の見直しについて

1

実務経験要件
研修修了要件

初任者研修(31.5h)

５年毎に現任研修を修了

相談支援従事者現任研修(18h)

研修修了要件

初任者研修
【カリキュラム改定

(42.5h)】

専門コース別研修 （任意研修）

専門コース別研修（任意研修）
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

改定前(～R元年度)

相談支援専門員
として配置可

実務経験要件

改定後(R2年度～)

主任相談支援専門員研修(30h)
【研修創設】

主任相談支援専門員
として配置可

５年毎に現任研修を修了
【現任研修受講に係る

実務経験要件を新設※１】

相談支援従事者現任研修
【カリキュラム改定(24h)】

○ 意思決定支援への配慮、高齢障がい者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障がい福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の

高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を現行

より充実させる改定を行う。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援

に関する一定の実務経験の要件(※１)を追加。（※経過措置： 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリ

アパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

相談支援専門員
として配置可

相談支援専門員
としての

配置要件更新

※１現任研修受講に係る実務経験要件

①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある。
②現に相談支援業務に従事している。

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を
満たす必要がある。

３年以上の実務経験

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。



初任者研修、現任研修のカリキュラムについて
初任者研修

日程 内容

1日目（講義） 研修受講ガイダンス、相談支援の目的、相談支援の基本的視点Ⅰ、Ⅱ、相談援助技術

2日目（講義）
障害者総合支援の概要、児童福祉法と障がい児発達支援、障がい者支援における権利擁護と虐待防止、相談支援におけ

る地域への視点、相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス、ミスポジション論の理解と5ピクチャーズ

3日目（演習1日目） 関係性構築とインテークアセスメント、ニーズ整理（演習事例）

4日目（演習2日目） サービス等利用計画案作成演習、サービス担当者会議（演習事例）、インターバル①の説明

インターバル①

（約1か月間）

●課題１：実践例を１例選定し、アセスメントまで実施する

●課題２：自らの業務地域の状況を知るための地域の調査を行う

5日目（演習3日目） インターバル①の振り返りと5ピクチャーズの仕上げ、インターバル②の説明

インターバル②

（約1か月間）

●インターバル①で選定した実践例の再アセスメントを実施し、サービス等利用計画案を作成する

（※可能であれば、作成した５ピクチャーズやサービス等利用計画案を基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、

所属事業所の先輩等に見てもらい、アドバイスをもらうことが望ましい）

6日目（演習4日目） インターバル②の振り返り、セルフチェック、モニタリングの実践（演習事例）

7日目（演習5日目） 講義（自立支援協議会について）、演習全体の振り返り・まとめ

日程 内容

1日目（講義） 障がい福祉の動向、地域を基盤としたソーシャルワーク、スーパービジョンの理解とグループスーパービジョンの進め方

2日目（演習1日目）
個別相談支援（講義・演習）、事例報告と検討課題の意見交換、インターバル①に向けた課題整理とセルフチェック、イ

ンターバル①の説明

インターバル①

（約1か月間）
●実践例の課題について基幹相談支援センター等から意見・助言等を受け、支援を実施する

3日目（演習2日目） インターバル①期間中の協議内容報告と意見交換、チームアプローチについて（講義・演習）インターバル②の説明

インターバル②

（約1か月間）

●地域自立支援協議会の体制や運営状況等を理解するため、協議会や部会等に参加する

●自らの業務地域の相談支援体制を理解するための調査を行う

4日目（演習3日目）

インターバル②期間中の協議内容報告と意見交換、個別の支援から地域支援の展開・コミュニティワーク（講義・演習）、

地域課題の分析、地域支援の展開（講義・演習）グループスーパービジョン等の継続研修の必要性と演習全体の振り返

り・まとめ

現任研修


